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東京土建荒川支部

荒川６－３－１

TEL:3892-9131

12月１日現勢

1817人

対2025年１月比-13人

★群会議で読み合

わせ、参加者全員

が発言して下さい。

★会議で出された

意見や質問は、会

議報告書で提出願

います。

年末の活動で一年を締めくくろう！
今年も１年間、お仕事や組合活動に全力で取り組んでいただいた組合員のみなさ

ん、本当にお疲れさまでした。仲間の力でここまで歩んでこれたことに心から感謝

します。いよいよ年の瀬です。最後まで気を抜かずに病気やケガに気を付けて、気

持ちよく新しい年を迎えましょう！年末は以下の取り組みを一緒に進めて、年内の

活動をしっかり締めくくりましょう。

年末運動のポイント！

１、仕事や生活のことを話し合おう！

仕事や生活で困ったことがないかを話し合う仲間の声に耳を傾ける対話を大切に

しましょう。賃金不払い、税金、建設業許可のことなど、困ったことは組合で相談

にのれます。今月配布する「東京都連2026年度賃金・仕事・生活をめぐる討議資

料」を活用して意見交換を進めて、私たちの要求を作り上げましょう！

２、仲間を増やす組織拡大を進めよう！

今年の１月人員を上回るように組織人員を増やして新年を迎えましょう。そのた

めにも、東京土建の制度や相談できる内容をはじめとした魅力を周りの未加入者に

伝えてください。群会議の話題では、１０月号から３面に東京土建の制度紹介コー

ナーを掲載していますので、参考に毎月チェックしてくださいね♪
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法人設立から適用除外まで一貫して組合でサポート！

資格確認書は健康保険証として使えます！

「12月２日から保険証が使えなくなる！？」といった報道がされて組合事務所に

も多くの問い合わせが入ってきています。東京土建国保だけでなく協会けんぽや公

営国保等の健康保険に加入するすべての人は、マイナ保険証がなくても「資格確認

書」があれば12月2日以降も問題なく医療機関を受診することができます。土建国

保に加入しているマイナ保険証未登録の方には例年通り、新年度の資格確認書が交

付されます。また、マイナ保険証に登録している方についても登録解除申請を行う

ことで「資格確認書」が発行されます。

医療機関を受診するにあたり、自分が保険証の代わりに何を

提示しなければならないかを理解しておく必要があります。土

建国保加入者は自分が何を持っているか資格確認書等（保険証）

の左上の文言を確認しよう！

法人設立する際に土建国保のまま厚生年金を適用

できることを知らない仲間もいて、やむを得ずに協

会けんぽへ切替するケースも増えています。

設立後では間に合わないことが多いので、法人設

立を検討する際は必ず組合へ相談してください♪

・資格確認書
⇒保険証廃止後でも医療機関を受診できる紙の証明書（保険証と同等）

・資格情報のお知らせ
⇒保険資格が有効であることを示す紙。保険証としては使えない。

・マイナ保険証
⇒マイナンバーカードに健康保険情報を登録したもの。

トラブルなどで使用できない場合は、資格情報のお知らせを提示。

建退共電子申請とCCUS連携学習会

【日時】12月24日（水）15：00

【会場】本部or支部orZOOM参加

【対象】自社で建退共実務をして

いる事業主・事務担当者など

※問い合わせは支部事務所まで♪
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今月お願いする署名

・介護保険制度の抜本改善
大幅な処遇改善を求める請願署名

（群４枚）

組合には様々な制度がありますが、「知

らなかった！」といった声もよく聞きます。

入っているのに使わないのはもったいない！

今月は組合費に含まれている『組合総合

共済の傷病見舞金制度』を紹介します。組

合員が病気やケガの治療のために働けなく

なった時、労務不能期間に対してお見舞金

をお支払いします。加入の型は、原則とし

て加入時の年齢で決まります。事由発生の

際は、支部窓口までご連絡ください。

★今月の駅頭宣伝★

①アスベスト駅頭 12月18日（木）

②原水協6・9行動 12月19日（金）

※上記①～②は町屋駅で17：15より

③９条駅宣（荒川市民アクション）

1月9日（金）12：15～ 町屋駅

東京土建の制度

紹介コーナー


